
議案第１８号  

 

わんぱく王国駐車場条例の一部を改正する条例制定につい  

て  

 

わんぱく王国駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。  

 

 

　　令和８年３月３日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠  

 

 

提案理由  

位置の代表地番の変更及び駐車場使用料金を指定管理者の収入とする

ための措置
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わんぱく王国駐車場条例の一部を改正する条例 

 

わんぱく王国駐車場条例（平成９年阪南市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１条中「阪南市山中渓２９９番地」を「阪南市山中渓１６２番地の

１」に改める。 

第１３条第１号中「使用料金の徴収」を「駐車場の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）」に改める。 

第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１７条　駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指

定管理者の収入として収受させることができる。 

２　前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、

駐車場を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければなら

ない。 

３　利用料金の額は、指定管理者が第２条第２項により規定される額の

範囲内で定めるものとする。この場合において指定管理者は、あらか

じめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。 

４　指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利

用料金の減免をすることができる。 

 

附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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わんぱく王国駐車場条例新旧対照表 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 （設置） （設置）
 第１条　わんぱく王国の入園に伴う道路交通

の円滑化を図り、もって市民の利便に資す

るため、阪南市山中渓１６２番地の１にわ

んぱく王国駐車場（以下「駐車場」という。）

を設置する。

第１条　わんぱく王国の入園に伴う道路交通

の円滑化を図り、もって市民の利便に資す

るため、阪南市山中渓２９９番地にわんぱ

く王国駐車場（以下「駐車場」という。）

を設置する。
 　（指定管理者に行わせる業務の範囲） 　（指定管理者に行わせる業務の範囲）

 第１３条　前条の規定により指定管理者に駐

車場の管理を行わせる場合におけるその業

務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 
(1)　駐車場の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）その他の駐車場の運営

に関する業務 
(2)及び(3)　　　略

第１３条　前条の規定により指定管理者に駐

車場の管理を行わせる場合におけるその業

務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 
(1)　使用料金の徴収その他の駐車場の運営

に関する業務 
 

(2)及び(3)　　　略
 　（指定の取り消し等） 　（指定の取り消し等）
 第１６条　　　略 第１６条　　　略

 （利用料金） 

第１７条　駐車場の管理を指定管理者に行わ

せる場合の利用料金は、指定管理者の収入

として収受させることができる。 

２　前項の規定により利用料金を指定管理者

に収受させる場合において、駐車場を利用

する者は、指定管理者に利用料金を支払わ

なければならない。 

３　利用料金の額は、指定管理者が第２条第

２項により規定される額の範囲内で定める

ものとする。この場合において指定管理者

は、あらかじめ利用料金の額について市長

の承認を得なければならない。 

４　指定管理者は、あらかじめ市長の承認を

得て定める基準に従い、使用料金の減免を

することができる。

 

 （委任） （委任）
 第１８条　　　略 第１７条　　　略
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